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研究成果の概要（和文）：研究成果の概要（和文）：本研究では．全国的社会調査を通じて、法

的なもめごとや困りごとに直面した人々が、いかにして、またいかなる程度に、友人・知人・

親類等の諸個人、行政・司法・民間組織等の各種の専門的助言者・助言機関、あるいは弁護士

等の法専門職の助言提供・支援を求めるかをあきらかにすることを目的とする．本研究では，

主要な法律問題の発生率，種々の変数との関係における分布，国問題領域ごとの紛争意思決定

の変異等の点について，全国規模において詳細かつ総合的に解明した．本調査の結果は、法的

サービスとしての助言提供・支援の現状にかかる社会科学的解明を与えることにより、法的サ

ービス提供活動の改善のための諸施策の立案に総合的かつ客観的な基礎を与えるものとして、

きわめて重要な知見をもたらす， 
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２００４年度 8,300,000 0 8,300,000 

２００５年度 33,800,000 0 33,800,000 
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研究分野：基礎法学 

科研費の分科・細目：民事紛争全国調査 

キーワード：法社会学，紛争処理，法使用行動，法律相談, 法的サービス供給 

 
 
１．研究開始当初の背景 
研究開始当初の背景 
 社会のメンバーが潜在的に法に関連する
トラブルに遭遇するとき、メンバーは、さま
ざまな個人や組織に向けて法的助言やその
他の助力を求める事ができることに気づく。
このようなメンバーにさまざまな助力を与

えることのできる主体は、家族、友人、隣人、
知人等の個人であることもあり、地方行政当
局、企業等の経済組織、法専門職、あるいは
警察等のような組織体であることもある。
人々は、自己のみの力や努力でトラブルに対
処しようとすることもあるが、これらのよう
な他者に援助を求めようとすることもあり、



もっとも普通にはその双方を行おうとする
ものである。 
 人々が潜在的に法的な性質をもつトラブ
ルに対処しようとする際に、自己を中心とし
て、自己とさまざまな密度で関連をもつ他の
個人や組織が活動してくる。この活動を見る
と、自己が置かれている社会的共同体をはじ
めとして、血縁、近隣、都市や村落という地
域、地方、国家というさまざまな次元の関係
性や共同性が、人々の権利や利益をいかに守
り、あるいは害するかが、明らかになる。そ
こで、こうした活動の詳細や変異を観察し、
その構造を解明することには、学問的にも実
践的にも、大きな利益がある。 
 以上のような問題意識、視点から、潜在的
に法的なトラブルに直面した人々が、いかに
して、またいかなる程度に、親類・友人・知
人や専門家・専門機関等の支援を求めるかに
ついて、解明を行った．本研究は，全国規模
において詳細かつ総合的に解明するサーベ
イ調査として、わが国でははじめてのもので
ある。 
 
 
２．研究の目的 
本研究は、今日の日本社会において、社会の
メンバーが潜在的に法的な性質をもつトラ
ブルに直面するとき、そのメンバーが、地域
社会等におけるさまざまな援助者のうちど
のような個人や組織に向けて助言その他の
支援を求めようとするか、そしていかにその
経験を評価しているかを、詳細かつ広範囲に
解明しようとするものである。 
 
 
３．研究の方法 
本研究は，2003-2005 年の準備的調査研究を
へて，2006-2007 年にかけて，以下の(a) 〜
(c)の３種の調査を実施した．(a) 法使用行
動調査は、2006 年 3 月から 5月にかけて行わ
れた全国規模の調査である（「法使用行動調
査」とよぶ）。調査対象者数は 11000 人であ
り、全国から層化 2 段抽出法で選定された。
回答者数は、5330 人（回答率 48．5％）であ
る。 (b) 釜石調査は、2006 年 9 月に、法使
用行動調査の知見を補充するため、地域レベ
ルの助言探索行動を描き出すことを目的に、
岩手県釜石市を対象として実施した調査で
ある。全国調査と同じく、訪問面接法により、
ほぼ同一の調査票を用いて実施された。釜石
市の人口 43000 人のうち、1000 人を無作為に
抽出した。(c) 質的インタビュー調査は，
2007 年 2 月から 3月にかけて、法使用行動調
査のトラブル経験者の中から、より質的なイ
ンタビュー調査への協力依頼に応諾した少
数の人々に対し、原則として、研究メンバー
が訪問することでインタビューを行った。 

 
 
４．研究成果 
法使用行動調査は、法的なもめごとや困りご
とに直面した人々が、いかにして、またいか
なる程度に、友人・知人・親類や専門家・専
門機関等の支援を求めるかについて、全国規
模において詳細かつ総合的に解明した。過去
5 年間に少なくとも一つの生活上ないし法律
上のトラブルを経験した人数は 1850 人（回
答者の 34．7％）であった。また，もっとも
頻繁に利用された専門的助言者は警察であ
ったが，弁護士、消費生活センター、自治体
法律相談なども比較的よく利用されていた．
また、助言者グループごと、あるいは問題種
別ごとに、助言探索をふくむ、人々の紛争対
処行動が，さまざまに異なる社会的ネットワ
ークの中で生起することが示唆された。詳細
は，発表論文等を参照されたい．書物として
は，2008 年 12 月に法使用行動調査基本集計
書を公刊し、基本集計結果を確定するととも
に、調査方法論上の諸問題を検討・解説する
論考をおさめた。また、2009 年 3 月には、B
グループメンバーによる研究成果を編集し
て研究成果報告書を作成した．また、より学
術的な論考をおさめた論文集を 2010 年中に
公刊する．本研究の結果は、法的サービス提
供とそのための公的支援制度の立案や改善
にとって、基礎的な重要性をもつ。 
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